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参
考
資
料

◆地域の参加と協働によるまちづくりを進める  

 ％ 
(棟） 

1998 
(10)

42.9 
(450)

31.1 32.2 41.5 60
2008 
(20)

   ％ 
(世帯） 

1998 
(10)

9.2 
(1,130)

12.9 11.4 5.1 0
2008 
(20)

3

生活道路で発生した交通事故件数 

地区 
品川、 
新宿各 
1地区 

2000 
(13)

2011 
(23)

6

各年中 
（　）内は 
道路延長 
あたり 

      件 
（件/km)

2000 
(12)

403 
(3.1)

1,150 
(2.5)

405 
(1.7)

200 
(1.5)

2011 
(23)

1

住
と
職
の
調
和
の
と
れ
た
ま
ち 

 

2

◆計画的にまちづくりを進める 

地区計画適用地域の割合 

　区内全域のうち皇居のほか、他の都市計画が既に定まっている地域等を 
除いて、地区計画制度の適用が可能な地域全域での適用を目標値とした。 

千代田区型地区計画区域内の建物建て替え等の件数  

　現状値（実績）から、年０.５件／ｈａ増の累計を目標値とした。 

地区 

件 

ha

15

125.0

27

2000 
(12)

2000 
(12)

2011 
(23)

2011 
(23)

100(%)

800

◆都市機能の更新にあわせて、一層の居住空間の創出を図る  

区内の住宅延床面積 

住宅総数のうち居住世帯のある住宅の割合 

　これまでの建て替え実績等から、今後の地区計画の動向も踏まえ、目
標値とした。 

これまでの建て替え実績等から、今後の地区計画の動向も踏まえ、目
標値とした。 

千m2
2000 
(12)

2011 
(23)

2,527 2,800

   ％ 
（戸） 

中 央 区 72.6％ 
港　  区 72.2％ 
都心3区 70.8％ 

1998 
(10)

2008 
(20)

61.1 
(12,230)

86.5 87.2 87.4 70

地区計画適用地域の割合（再掲） 

　区内全域のうち皇居のほか、他の都市計画が既に定まっている地域
等を除いて、地区計画制度の適用が可能な地域全域での適用を目標値
とした。 

地区 

ha
2000 
(12)

2011 
(23)

15

125.0

多
様
な
く
ら
し
に
応
じ
た
住
ま
い
が
選
択
で
き
る
ま
ち 

◆多様な住宅の供給を促進する 

民営、公営・公団・公社の賃貸住宅の割合 

　現状値（実績）と他団体の実績を比較検討し、都心３区の値を目標
値とした。 

   ％ 
（戸） 

中 央 区 38.8％ 
港　  区 46.9％ 
都心3区 42.2％ 

1998 
(10)

25.8 
(3,150)

51.9 50.6
2008 
(20)

34.2 40

◆高齢者や障害者、子育て世帯などが安心して暮らせる住宅が選択できるようにする 

バリアフリー住宅の割合 

　現状値（実績）と他団体の実績及び国の目標値を比較検討し、第八期
住宅建設五箇年計画（H13.3.13.閣議決定）に定める目標値とした。 

夫婦と６歳未満の子どものいる世帯の割合 

　現状値（実績）と他団体の実績を比較検討し、都心３区の値を目標
値とした。 

   ％ 
（戸） 

1998 
(10)

10.7 
(1,310)

5.4 5.4 3 20 2015 
(27)

     ％ 
（世帯） 

中 央 区 3.7％ 
港　  区 3.7％ 
都心3区 3.5％ 

1998 
(10)

2.2 
(270)

5.54.2 4.6 3.5
2008 
(20)

◆まちづくりとあわせて住宅供給を誘導する 

再開発事業や大規模開発により供給される住宅の着工戸数 

今後の計画値を目標値とした。 

 
戸 

2000 
(12)

2011 
(23)

1,600810

◆マンション等を良質な住宅ストックにする 

昭和５６年以降に建築された非木造の共同住宅の割合 

　区内の住宅平均使用年数を超える、おおむね昭和45年以前に建築さ
れた共同住宅が建て替わることを目標値とした。 

最低居住水準未満の世帯の割合 

　第八期住宅建設五箇年計画（H13.3.13.閣議決定）に定める目標値と
した。 

だ
れ
も
が
安
全
で
、
快
適
に
移
動
で
き
る
ま
ち 

◆安心して自由に歩けるまちにする   

駅を中心として公共施設等を結ぶバリアフリー化された経路の割合 

　交通バリアフリー法に基づき、区内全域で整備完了することを目標
値とした。 

   ％ 
 

2000 
(12)

33.7 100
2011 
(23)

◆安全で円滑な地域交通環境を整備する 

コミュニティゾーン形成地区 

　幹線道路に囲まれた地区を、安全で移動しやすい交通環境にするため、
交通量や地元要望の多い６地区での形成を目標値とした。 

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

指標名 

目標値設定の考え方 
単 位 現 状  

千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 

　事故発生件数は増加傾向にあり、道路延長当たりの都平均事故件数を
下回る、おおむね１０年前の水準で、事故件数を現在の半分にすることを
目標値とした。 

「施策の指標」の目標値一覧
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単 位 現 状  
千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 

◆災害時の救援・救護体制を整備する 

6

◆地域の防災活動を活発化させる 

景観・街並みを肯定的に評価する区民の割合 

4

5

◆災害に強いまちづくりを進める  

◆水と緑を保全し、次世代に継承する 

多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
景
観
の
あ
る
ま
ち 

◆歴史的に継承されてきた象徴的な空間を活かす 

◆地域ごとの街並みや個性を活かす 

災
害
に
強
く
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て
活
動
で
き
る
ま
ち 

身
近
な
水
や
緑
に
親
し
め
る
ま
ち 

◆身近な緑をふやし、うるおいのあるまちにする 

24

景観形成地区数 

　神田地区、麹町地区各１地区の指定を目標値とした。 

23

保存が図られている歴史的建造物の数 

　現状値に２年に１件の割合で、歴史的建造物を指定し、保存を図るこ
とを目標値とした。 

22

濠の水質の環境基準達成割合（再掲） 

　すべての測定地点での環境基準の達成を目標値とした。 

21

緑の豊かさを肯定的に評価する区民の割合 

　区民世論調査から、おおむね半数の区民の方が肯定的に評価される
ことを目標値とした。 

20

１人当たりの身近な公共緑地面積 

　再開発の機会や総合設計制度などの活用により確保を図り、都市公
園法施行令の整備基準値を目標値とした。 

19

昭和56年以降に建築された住宅の割合 

　区内の住宅平均使用年数を超える、おおむね昭和45年以前に建築さ
れた住宅が建て替わることを目標値とした。 

18

危険度ランクで総合評価「４」「５」の町丁目数 

　防災まちづくりを進め、危険度の高い町丁目すべてを解消することを
目標値とした。 

17

（仮称）帰宅困難者対策地域協力会の設置数 

　今後の計画を目標値とした。 

16

避難所運営協議会が行う定期的な防災訓練の実施状況 

　設置されたすべての「避難所運営協議会」で定期的に訓練が行われる
ことを目標値とした。 

15

 ％ － 
2001

 － － － 100 
2011 

   （13）     （23） 

 箇所 － 
2001

 － － － 3 
2011 

   （13）     （23） 

 町 6 
1998

 － － － 0 
2008

    （10）     （20） 

調査項目： 
  ①建物到壊危険度 
  ②火災危険度 
  ③人的危険度 
  ④避難危険度、 
以上の合算により 
総合評価 

 ％ 34.9 1998 
49.6 51.4 49.2 60

 2008 
 （戸） （4,270） （10）     （20） 

 ㎡／人 7.2 
2000

 － － － 10 
2011

    12     （23） 

 ％ 28.5 
2001

 － － － 50 
2011

    （13）     （23） 
否定的評価 44.8％ 
普　　　通 26.4％ 

 ％ 50.0 2000 － － － 100 2011 

 箇所 14/28 （12） － － － － （23） 

 件 20 
2001

 － － － 25 
2011 

   （13）     （23） 

 地区 － 
2000

 － － － 2 
2011

    （12）     （23） 

 ％ 28.1 
2001

 － － － 50 
2011

    （13）     （23） 
否定的評価 22.2％ 
普　　　通 49.0％ 

指標名 

目標値設定の考え方 

　区民世論調査から、おおむね半数の区民の方が肯定的に評価されるこ
とを目標値とした。 
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参
考
資
料

単 位 現 状  
千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 ◆商店街の賑わいを高める 

◆人・資源・情報の交流を活発化させる 

9

商店街活動が活発だと思う商店街加盟店の割合 

大気汚染・騒音・振動を肯定的に評価する区民の割合 

（騒音・振動） 

   ％ 
 

40.3 1995 
(7)

2011 
(23)

70

百万円 

百万円 

100以上 

100以上 

82.7

87.5

490.5

107.9

H9=100

H9=100

1999 
(11)

2011 
(23)

45.8

304.7

0以上 

0以上 14.1

36.6 2001 
(13)

2011 
(23)

42.8

28.5

指標名 

目標値設定の考え方 

7

活
気
と
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち 

8

◆中小企業の振興を図る  

安
心
し
て
消
費
消
費
生
活
が
お
く
れ
る
ま
ち 

 

◆消費者自ら正しい選択ができるようにする 

◆消費生活に関する被害の防止と救済を行う 

◆生活必需品の安定供給を図る 

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
ま
ち 

◆区民や事業者などと協働し、資源循環型都市を構築する 

◆安心して生活できる地域環境を実現する 

箇所 

箇所 

箇所 

箇所 

   ％ 
 

   ％ 
 

   ％ 
 

   ％ 
 

12.5

50.0

90.0

63.6

(4/32)

(14/28)

(18/20)

(14/22)

2000 
(12)

100

100

100

100

2011 
(23)

否定 60.9％ 
普通 28.2％ 

   ％ 
 

   ％ 
 

19.5

10.4 
 2001 

(13)
40

20
2011 
(23)

１店舗あたり年間販売額の伸び率 （小売業） 

　年間販売額を増加させること（指数値１００以上）を目 
標値とした。 

 （卸売業） 

中小企業経営者の業況判断（D.I）値 

　アンケート調査結果から「業況が良い」と回答する中
小企業者が多い状態であるＤ.Ｉ＝０以上を目標値とした。 

 （卸売業） 

 （小売業） 

 （小売業） 
インターネットを利用している中小企業の割合 

　国の推計値を目標値とした。 
 （卸売業） 

「クーリングオフ」制度の内容・手続きを知っている区民の割合 

　区民世論調査から、「言葉は知っている」と答えた方（32.0％)に、
制度の内容・手続きまで知ってもらうことを目標値とした。 

消費者被害相談の相談解決割合 

　相談者すべての被害の救済、未然防止が図られること
を目標値とした。 

買い物の便について肯定的に評価する区民の割合 

　区民世論調査から、おおむね半数の区民の方から肯定
的評価をいただけることを目標値とした。 

ごみの総量 

リサイクル率 

（資源回収量） 

（処分量） 

　現状値（実績）をもとに、「一般廃棄物処理計画」
値を修正し目標値とした。 

　現状値（実績）をもとに、「一般廃棄物処理計画」
値を修正し目標値とした。 

（リサイクル率）  

環境基準の達成割合 

（大気） 

（河川水質） 

（濠水質） 

（騒音） 

（大気） 

　すべての測定地点での環境基準の達成を目標値とした。 

   ％ 
 
   ％ 
 

43.6

36.4

2000 
(12)

2011 
(23)100

100

   ％ 
 

36.3 1998 
(10)

2011 
(23)70

   ％ 
 

2011 
(23)

100

否定的評価 
57.5％    ％ 

 
22.1 
 

2001 
(13)

2011 
(23)

50

千トン 

千トン 

千トン 

   ％ 
 

43.2

159

121

280

2000 
(12)

265

147

118

55

2011 
(23)

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

　アンケート調査結果から　「どちらともいえない」と回答した商店
街加盟店（28.6%）を含め、肯定的評価となることを目標値とした。 

　区民世論調査の現状値から、おおむね現在の２倍の区
民の方から肯定的評価をいただけることを目標値とした。
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指標名 

目標値設定の考え方 単 位 現 状  
千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 

◆必要に応じて適切な医療や療養支援が受けられるようにする  

 ％ 64.1 
2001

 － － 43.7 75 
2011

    （13）     （23） 

 ％ 3.5 
2000

 2.0 2.5 2.4 8 
2011

    （13）     （23） 

 年 15.4  － 15.3 15.1  
   2001     2011 
   （13）     （23） 

 年 17.4  － 18.6 18.4

参考値 
全国第一位 
男 長野県 
女 山梨県 

※ 
参考値 
男 16.0 
女 19.4

 ％ 82.5 
2000

 － － 86 100 
2011

    （12）     （23） 

 人 96 
2001

 － － － 0 
2011

    （13）     （23） 

10

生
涯
に
わ
た
り
健
康
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
ま
ち 

11

◆一人ひとりの健康づくりを支援する 

◆安全で快適な生活環境をつくる  

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
尊
厳
を
保
ち
、
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
ま
ち 

◆いきいきと活動できる魅力あるステージを提供する 

◆地域で自立した生活を営めるようにする 

◆安心して住める居住空間を整備する   

◆要介護高齢者等が尊厳を保ち、安心して生活できるようにする 

バリアフリー住宅の割合（再掲） 

　現状値（実績）と他団体の実績及び国の目標値を比較検討し、第八期
住宅建設５箇年計画（Ｈ13．３．13閣議決定）に定める目標値とした。 

46

区内の特別養護老人ホームの申込み待機者数 

　在宅を含めた介護サービスの基盤整備を促進することにより、待機
者がゼロとなる状態をめざし、目標値とした。 

45

介護サービスに満足している区民の割合 

　不満となる要因を改善し、介護サービスを利用するすべての区民が
満足する状態を目標値とした。 

44

65歳における平均自立期間 

　全国第一位の都道府県の水準を目標値とした。 

43

シルバー人材センターに登録している高齢者の割合（60歳以上） 

　シルバー人材センター機能の充実により、現状値をベースに、毎年、
登録者数の10％が増える状態をめざし、目標値とした。 

42

何らかの社会活動に参加している高齢者の割合 

　生きがいづくり・社会参加への働きかけ、支援等により、アンケー
トの現状値の１０％増を目標値とした。 

41

住居に使われる建材等の化学物質に心配事を抱えている区民の割合 

　不安を抱える区民に、的確な情報の提供や調査等により不安をなく
す状態を目標値とした。 

40

食品添加物に関する表示内容を確認している区民の割合 

　普及啓発等により、すべての区民が表示内容を理解し、確認して食
品を購入する状態を目標値とした。 

39

身近な診療所を「かかりつけ医」として持っている区民の割合 

　区民世論調査で、今後「身近な診療所をかかりつけ医にしたい」と回
答した区民すべてが、かかりつけ医を持つこと含め、15ポイント増や
すことを目標値とした。 

38

意識的に運動を心がけている区民の割合 

　「健康日本21」で定める2010年の数値を目標値とした。 

37

40歳から64歳における三大死因による死亡率（人口10万対） 

　全国第一位の都道府県の水準を目標値とした。 

36

 － 253.8 
2000

 － 271.0 259.4  
2011

    （12）     （23） 

※ 
参考値　全国 
第一位沖縄県 
都・国の現状値 
は1999年値 

211.0
参考値 

 ％ 46.6 
2001

 － － 52.7 63以上 
2010

    （13）     （22） 

 ％ 60.9 
2001

 － － － 75 
2011

    （13）     23

 ％ 52.3 
2001

 － － － 100 
2011

    （13）     23

 ％ 26.5 
2001

 － － － 0 
2011

    （13）     （23） 

 ％ 10.7 
1998

 5.4 5.4 3 20 
2015

    （10）     （27） 

（男性） 

（女性） 
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参
考
資
料

指標名 

目標値設定の考え方 
単 位 現 状  

千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 ◆障害者への理解を深める  

◆安心して住める居住空間を整備する  

◆ゆとりと自信をもって子育てができるようにする  

◆仕事などの社会参加をしながら安心して子育てができるようにする  

◆自立して日常生活を送れるようにする  

 ％ 80.5 
2000

 － － － 100 
2011

    （12）     （23） 

 － 0 
2000 1999 1999 1999

 0 
2011

    （12） （1999） （1999） （1999）  （23） 

 人 90 
2000

 － － － 500 
2011

    （12）     （23） 

 件 2,178 
2001

 － － － 4,000 
2011

    （13）     （23）  

12

障
害
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
地
域
で
自
立
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち 

13

◆積極的に社会参加できるようにする　　　　　　　  

安
心
し
て
子
育
て
で
き
、
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
成
長
で
き
る
ま
ち 

◆地域ぐるみで子どもたちの活動を支援する 

55

54

◆子どもの命と健康を守る 

57

56

50

49

47

51

52

53

48

乳幼児健康診査受診率 

　保健所だけでなく、個人で受ける医療機関での受診率を含め、すべて
の乳幼児が受診することを目標値とした。 

乳児死亡率（出生千対） 

　区ではここ数年死亡率ゼロの最高水準が続いている。引き続きゼロの
状態となることを目標値とした。 

「こども110番の家」の加入数 

　現状値の約２倍の加入数を目標値とした。 

児童館事業における地域団体からの参加者数 

　５児童館とパークサイドプラザ（児童館的機能）を含め、現状値の約
５倍強の参加者数を目標値とした。 

保育園の待機児童数 

　保育園機能の充実、こども園の設置等により、待機児童数がゼロとな
る状態を目標値とした。 

地域の人材を活用した子育て支援サービス（仮称）ファミリーサポー
ト事業の協力会員数 

　事業を実施している他区の実績等を踏まえ、サービスが円滑に推進で
きる状態をめざし、目標値を設定した。 

バリアフリー住宅の割合（再掲） 

　現状値（実績）と他団体の実績及び国の目標値を比較検討し、第八
期住宅建設五箇年計画（H13.3.13.閣議決定）に定める目標値とした

外出に支障のない障害者の割合 

　外出支援を充実し、障害者全員が外出に支障がない状態を目標値と
した。 

就労を希望している障害者の就労率 

　民間企業や福祉作業所などの福祉的就労の場を含め、就労希望者全員
が就労できることを目標値とした。 

障害者サービスの利用により、生活しやすくなったと思う障害者の割合 

　サービスを利用しやすいしくみを整えることにより、すべての障害者
が生活しやすいと思う状態を目標値とした。（「生活しやすくなった」
の回答のみ。「少し生活しやすくなった」は除く） 

障害者施設のボランティア参加数 

　地域に開かれた障害者施設とし、ボランティアの受入れを促進するこ
とにより、現状値を倍増することを目標値とした。 

 人 319 
2001

 － － － 600 
2011

    （13）     （23） 

 ％ 61.9 
2001

 － － － 100 
2011

    （13）     （23） 

 ％ 78.9 
2001

 － － － 100 
2011

    （13）     （23）  

 人 24 
2000   

－ 0
 2011 

   （12） 4110 7348   （23） 

区の現状値は、 
年度末現在。23区、
都の現状値は2001
年4月現在 

 ％ 70.1 
2001

 － － － 100 
2011

    （13）     （23） 

 ％ 10.7 
1998

 5.4 5.4 3.0 20 
2015

    （10）     （27） 

 人 － 
2001 

－
 

－
 

－ 100
 2011 

   （13）     （23） 

参考 
豊島区 143人 
板橋区 130人 
目黒区 180人 
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指標名 

目標値設定の考え方 単 位 
現 状  

千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 

◆身近な地域でともに支え合うしくみを整える  

16

14

安
心
し
て
利
用
で
き
る
福
祉
の
し
く
み
が
整
っ
て
い
る
ま
ち 

15

◆「生活必需品」となる福祉サービスの仕組みをつくる 

◆だれもが自由に行動し、参加できる福祉のまちづくりを進める  

◆学習、スポーツ・レクリエーション活動を行う区民をふやす 

未
来
を
担
う
人
材
が
育
つ
ま
ち 

◆幼児の成長を支える環境を整備する 

◆主体的に学び、考え、行動する力をはぐくむ教育を展開する 

◆特色ある中等教育環境を整備する 

◆家庭や地域に開かれた学校づくりを進める 

◆教育環境を整備する  

◆学習、スポーツ・レクリエーション活動を地域の活力に結びつける 

生
涯
に
わ
た
り
自
主
的
な
学
習
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
が
で
き
る
ま
ち 70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58 サービス事業者との契約が問題なくできたと思う区民の割合 

　利用者の立場に立った利用しやすいしくみを整えることにより、す
べての区民が問題なく契約できたという状態を目標値とした。 

福祉サービスの第三者評価の導入状況 

　すべての福祉サービスについて、第三者による評価を実施すること
を目標値とした。 

ボランティア等の参画を得ている福祉施設の割合 

　すべての福祉施設で、ボランティアが何らかの形で企画から実践ま
で参画することを目標値とした。 

車椅子対応のエレベーター、エスカレーターを設置している駅の割合 

　「交通バリアフリー法」の基本方針で目標としている2010年まで
に、区内のＪＲ、営団、都営すべての鉄道駅に設置される状態を目標
値とした。 

ベビーベット、ベビーチェアを備えている公共的施設の割合 

　「福祉のまちづくり条例」の対象であり、子育て支援環境の整備を
必要とする公共的施設すべてに設置される状態を目標値とした。 

希望する乳幼児育成施設に入園できなかった乳幼児の数 

　幼稚園・保育園・こども園に待機することなく入園できる状態を目標
値とした。 

少人数指導を行っている学校の割合 

　基礎基本の定着に効果的な少人数指導を全校で実施
することを目標値とした。 

区立中学校進学 

　 中等教育学校１校、中学校２校体制にした場合、適正規模を確保するのに必
要な生徒数を維持することを勘案し、おおむね10年前の水準を目標値とした。 

外部評価を実施し、公表した学校の割合 　　　　　　　
　 
　全校で実施することを目標値とした。 

パソコンで指導できる教師の割合  　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　全ての教師が学習指導に活用できる状態を目標値とした。 

学習、スポーツ・レクリエーション等の活動を行っている区民の割合 

　区民世論調査で、「今後何らかの活動に参加したい」と考えている区
民が、希望する活動に参加できる状態をめざし、目標値を設定した。 

図書資源ネットワーク参加機関・団体数 

　大学については全校、専門図書館については、外部利用が可能な機
関のうち半数の参加を目標値とした。 

学習、スポーツ・レクリエーション活動等の成果を何らかの形で活用
している区民の割合 

　区民世論調査で、「成果について何らかの形で活用したいと考えて
いる」区民が、地域で成果を活用できる状態を目標値とした。 

 ％ － － － － －  30 
2011

         （23） 

 ％ 48.0 
2000

 － － 45.0 70 
2011

    （12）     23

 
 大学１

 2000 
－ － －

 大学11 2011 
 館   （12）    専門26 23

 ％ 67.5 2000 － 46.1 50.7 100 2011 

 ％ 46.6 （12） － 33.2 36.0 100 （23） 

 ％ 44.1 
2000

 75.9 79.6 － 60 
2011

    （13）     （23） 

 ％ 小 25.0 2001 － － － 100 2011 

 ％ 中 20.0 （13） － － － 100 （23） 

 ％ － 2000 － － － 100 2011 

 ％ － （12） － － － 100 （23） 

          幼　0 2000     0 2011  人 保　24  － － －  0 
  こども - （12）     0 （23） 
             

           2001     2011  ％   44.3  － － － 100 
       - （13）     （23） 
        

  ％  41.0  
2000

 －   45.0 －   100  
2010

     （12）      （22） 

 ％ － 
2000

 － － － 100 
2011

    （12）     （23） 

 ％ （19種） 
2001

 － － － 100 
2011

    （13）     （23） 
現状値は、介護
保険サービス 

 ％ 73.7 
2000

 － － － 100 
2011

    （12）     （23） 

（小学校） 
 
（中学校） 

（小学校） 
 
（中学校） 

（小学校） 
 
（中学校） 
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指標名 

目標値設定の考え方 単 位 
現 状  

千代田区 年度 23区 全国 年度 目標値 

目 標  備　考 
都 

◆地域文化の継承と新たな文化の創造を支援する 

◆伝統的なコミュニティを活発化させる 

◆新しい都心のコミュニティをつくる 

◆性を尊重し人権を守る 

◆区民の国際理解を深め、平和活動を進める 

◆外国人とともに快適な地域社会をつくる 

19

20

◆文化遺産を保存・継承していくとともに、活用を図る 

男女の固定的な役割分担意識を持たない区民の割合 

   ％ 
 

2000 
(12)

21.4
2011 
（23） 

30

   ％ 
 

2001 
(13)

79.0
2011 
（23） 

50

   ％ 
 

1993 
(5)

29.6
2011 
（23） 

50

   ％ 
 

2000 
(12)

43.8
2011 
（23） 

80

   ％ 
 

1999 
(11)

2011 
（23） 

44.7 70

女性の比率 第1位 
青森県　31.1％ 
（2001年） 
 

男 
女 

男 
女 

   ％ 
 

2001 
(13)

77.8
22.2

2011 
（23） 

73.4
26.6

69.6
30.4

77.7
22.3

50
50

   ％ 
 

1999 
(11)

70
2011 
（23） 

29.4

   ％ 
 

1999 
(11)

68.8 80
2011 
（23） 

   ％ 
 

2000 
(12)

1.2 4
2011 
（23） 

◆コミュニティ活動に参加しやすい環境を整備する0

17

18

男
女
が
平
等
に
個
性
や
能
力
を 

発
揮
し
て
活
躍
で
き
る
ま
ち 

地
球
市
民
を
育
み
、
世
界 

平
和
に
貢
献
す
る
ま
ち 

◆あらゆる分野で男女共同参画を進める 

江
戸
文
化
を
伝
え
つ
つ
、
新 

た
な
文
化
を
創
り
出
す
ま
ち 

１
０
０
万
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
輪
が
広
が
る
ま
ち 

77

76

72

71

73

74

75

78

79

80 区政モニター・審議会・懇談会の外国人の割合 

　区内在住外国人の比率と同率の区政参画をめざす。 

何らかの国際交流・協力に関する活動を行ってみたい、参加したいと思
う区民の割合 

　区民世論調査で「特にない」と答えた方が29.9％いることから、現状値に加え、これ
らの方々のおおむね半数が参加意欲をもっていただけることを目標値とした。 

セクシュアル・ハラスメント防止対策を決めている企業の割合 

　大規模事業所の７割が対策済みであることから、企業規模による格差
是正をめざし、７０％を目標値とした。 

区の審議会・懇談会の男女の比率 

　本来あるべき、５０：５０の男女比を目標値とした。 

区民集会室の利用率 

　類似施設の利用率を比較検討し、80％の利用率を目標値とした。 

地域コミュニティ活動への企業の参加割合 

　アンケート調査結果から、半数以上の昼間区民や企業に参加してもら
うことを目標値とした。 

町会への区民の加入割合 

　町会加入率は、年々低下傾向にあるが、おおむね１０年前の水準を
目標値とした。 

文化活動団体の区民文化祭等での発表割合 

　現状値の約1.5倍を目標値を設定した。 

文化財指定件数 

　区内の文化財候補の中から優先度が高いものから順次指定の手続き
を進め、年間４～５件の指定を目標値とした。 

件 
 

2000 
(12)

37
2011 
（23） 

80

　社会における男女平等について「まだまだ不平等」と答えた方がおよそ50％
いることから、現状値に加え、これらの方々のおおむね半数が平等と思えるこ
とを目標値とした。 



少人数の区が市になるのでは非効率で
ある。周辺の区や都に助けてもらって
いるのだから、都全体に目を向けて、
その中での千代田区の役割を考える
べきである。 

─── 区民説明会 

良いアイデアだと思う。
もっとこの問題を大きく
して、議論を増やし、
結果として早期実現に
持ち込めると良い。 

─── 電子メール 

大変良いことである。 
都の反対も予想されるが、
同調する他区も巻き込ん
で進めていくべきである。 

─── 区民説明会 

納めた税金を区民に還元して
ほしいので、「千代田市」に
なることには賛成。 

─── 区民説明会 

「
千
代
田
市
」
に
つ
い
て

「
千
代
田
市
」
に
つ
い
て 

「
千
代
田
市
」
に
つ
い
て 

千代田独特の江戸から流れている文化
と伝統を未来に引き継いでいくことを
みんなが望んでいるのではないか。 

─── 長期総合計画懇談会 

将
来
像
に
つ
い
て

将
来
像
に
つ
い
て 

将
来
像
に
つ
い
て 

区間の格差があり、プラス面も
マイナス面もあるので、判断は
難しい。 

─── 区民説明会 

「千代田市」をめざすために、
５年程度の目安で戦略プランを
区がつくって、他区に働きかけて
いくことが良いのではないか。 

─── 区民説明会 

大変しっかりした
将来像が描かれている。 

文化と伝統という大変重要なものが 
あるのはもちろんだが、都心というのは 
まさに千代田区の個性である。多様な個性を 
伸ばしていくという趣旨が入ったことや、新しい
都心の伝統、文化をつくっていくという未来 
指向の意図も行間に読み取れ、評価できる。 

　　　── 長期総合計画懇談会 
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区民等からの主な意見



現実的でない。特別区制度の
枠組みの中で「税制」などの
改正をめざすべきでないか。 

─── 区民説明会 

経済学で言うところの「比較優位」
がどこにあるのか押さえる必要が
ある。　　　　─── 政策会議 

賛成である。地方分権をしっかり
と情報発信していかないと、地域
特性がなくなってしまう。 
　　─── 長期総合計画懇談会 

大変画期的な目標であり驚いて
いる。他の区への良い影響を
与えると思うので、是非頑張って
欲しい。 
　　　　　　─── 電　話 

「
千
代
田
市
」
に
つ
い
て

「昼間人口100万人を活力と
する」ことは賛成であるが、
生活している区民を忘れない
でほしい。 ── 区民説明会 

「
100
万
人
を
活
力
と
す
る
自
治
体
」
に
つ
い
て

万
人
を
活
力
と
す
る
自
治
体
」
に
つ
い
て 

「
100
万
人
を
活
力
と
す
る
自
治
体
」
に
つ
い
て 

転出してしまった
子どもたちを引き戻して、

その子どもたちを核にして地域や
100万の人口の人たちを巻き込んで
コミュニティをつくっていくことが
大事である。 
── 長期総合計画懇談会 

自分は区民であり 
都民でもある。千代田区だけが

良くなっても、都が成り立たなくなるよう
では困る。また、合併論に巻き込まれるの
ではないか。千代田区が残ることが大事

である。　　─── 区民説明会 
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「
安
全
で
安
心
で
き
る
、
い
つ
ま
で
も
住
み
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち

「
安
全
で
安
心
で
き
る
、
い
つ
ま
で
も
住
み
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
」
に
つ
い
て

」
に
つ
い
て 

「
安
全
で
安
心
で
き
る
、
い
つ
ま
で
も
住
み
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
」
に
つ
い
て 

防災については、企業を
協力者ととらえ、連携を
推進する必要がある。 

─── 区民説明会 

災害に強く、 
　だれもが安心して 
　　　活動できるまち 

身近な水や緑に親しめるまち 

道路整備に歩行者、障害者
の視点を入れてほしい。 

─── 区民説明会 

だれもが安全で、 
　　　快適に移動できるまち 

住と職の調和のとれたまち 

都市には総合的機能が必要で、
生活機能をパッケージ化すべき
である。 ─── 政策会議 

狭小土地所有者に住宅の
共同化を積極的に働き
かけることが必要である。 

─── 区民説明会 

駅周辺の通勤用の、自転車・
オートバイの違法駐車問題
を何とかしてほしい。 

─── 区民説明会 

地域においては、高校生を
ボランティア・戦力として
活用ができるかどうか検討
している。 
　　　─── 区民説明会 公園の樹木や街路樹に学名入りの

名札をつけてほしい。緑に親しむ
には、名前を覚えるのが一番である。 

─── アンケートはがき 

都心高層化や業務中
核都市（24時間都市）のように、

時間軸を組み入れた都市計画や地域 
特性を活かすなどのコンセプトを打ち出す
ことが必要ではないか。 

─── 政策会議 

ニューヨークの 
ソーホー地区やロンドンの 

ように若者達が戻って居住できるような、
都心としての環境づくりや行政サービスを充実
してもらいたい。そのためには、建築用途規制の
やり方を工夫し、オフィスから居住空間への 
切り替えを促進することが必要である。 

─── 政策会議 

自動車交通の
規制と制限を行い、

歩行者優先により歩行者の安全
を確保し、自動車専用レーンの設置
によって、都市におけるポストモータリ
ゼーションの主役を公共交通と自転車
が担うことを提案したい。 

─── アンケートはがき 

再開発事業は 
区がもっと関与して 

積極的に進めてほしい。 
　　　── 区民説明会 

緑は緑被率を 
上げるのではなく、区民

の目線で見た、日常生活の中で
多くして欲しい。 
　　─── 区民説明会 

道路の狭さ、歩き
にくさを痛感している。 

道路拡幅が不可能ならば、電柱を
地下に埋めるようにしてもらいたい。 

─── アンケートはがき 

緑地のネットワーク
化は、大きい緑地や水辺空間

を核として、身近な緑にまで引き込んで
いくことが重要である。 
　　─── 長期総合計画懇談会 

オフィス転用防止の罰則
規定がないので、区として
しっかりと取り組んで
ほしい。 

── 区民説明会 

駅周辺の路上看板・チラシ等の
撤去について、区と警察で対応
して罰則の強化が必要である。 

─── 区民説明会 
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「
安
全
で
安
心
で
き
る
、
い
つ
ま
で
も
住
み
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
ち
」
に
つ
い
て

多様なくらしに応じた 
　住まいが選択できるまち 

建物のそで看板など、
景観に配慮したまち
づくりを進めてほしい。
　─── 区民説明会 

多くの人に愛される景観のあるまち 

活気と賑わいのあるまち 

安心して消費生活をおくれるまち 

環境への負荷の 
　　　　　少ないまち 

皇居周辺を美観地区
として、高い建物は
排除すべきである。 
─── 区民説明会 

景観については、地域特性
に応じたきめ細かさが必要
である。─── 区民説明会 

子育て世代が
定住できるような

目に見える施策が必要で
ある。 
─── 区民説明会 

住み続けられるのが
むずかしいからこそ、単に家

をつくればいいとかいうことでなく、
もう少し総合的な視点も強調してほしい。
　　　　─── 長期総合計画懇談会 

定住人口の減少、
少子高齢化の進展が顕著

な現状から、若い世代が住める
良質な住宅を供給していく方策が
重要である。 
　─── 政策会議 

IT化支援は、
インターネット取

り引きとかの時代ではな
く、個々の人がどう取り組む
かをサポートすることが重要
である。 
─── 区民説明会 

商業振興は、住宅
施策と密接に関連するこ

とから両面からの検討が必要 
である。　　── 政策会議 

再開発事業
等で増える在勤者

を取り込み、地域商店
の活性化に結び付けたい。 
─── 区民説明会 

フリーマーケット
の登録制について、地元

優先で出店できるようにして 
ほしい。 
　─── 区民説明会 

家庭ごみ有料化
を要望する。事業系ごみ

が混在し不公平である。 
　─── 区民説明会 

区の事業（ちよだ
フェス、体育大会等）に

ついて、ごみの処理だけでなく、
排出抑制を徹底してほしい。 
　　　─── 区民説明会 千代田区に

清掃工場をつくる
のではなく、他区の
工場との連携を図るべき
である。 
─── 区民説明会 

買物に対して、
非常に不満をもって

いる人が多いのではないか
と思う。是非便利な、何でも
そろう総合的なショッピング 
センターを誘致してほしい。 
─── アンケートはがき 

環境や景観などの
公共空間は市場に任せず、

行政で機能させていくことが 
必要である。 
─── アンケートはがき 

商店街の回遊性を確保
したい。 
　─── 区民説明会 

駐車場の確保や利用の
効率化を、区は商工
振興の立場で進めて
ほしい。 
─── 区民説明会 
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いきいきプラザを、もう少し体力
づくりに使えるようにしてほしい。 

─── アンケートはがき 

安心して子育てができ、 
　子どもたちが健やかに成長できるまち 

安心して利用できる福祉のしくみが 
整っているまち 見守り等ネットワークづくりは、

組織の縦割りでなく一体的に
つくることが必要である。 

─── 区民説明会 

ボランティア活動は、
異世代間の交流も
大切である。 
─── 区民説明会 

道路や公園、鉄道駅、施設等の
バリアフリー化を推進してほしい。 

─── 区民説明会 

幼児、児童、お年寄りなど、
一つの総合施設で常時、顔を
あわせられる人間的環境が
必要である。 
　─── アンケートはがき 

ひとり暮らし高齢者の見守り
が大切である。亡くなっても
気づかないことがある。 

─── 区民説明会 

ひとり暮らし高齢者の実態
をもっと知って欲しい。福祉、
防災、コミュニティ施策の
連携を望む。 
　　　─── 区民説明会 

障害者の働く場と生活の場がセットで
できるとありがたい。 

─── 区民説明会 

区は障害者の実態をわかって
ほしい。─── 区民説明会 

人数の少ない障害者（児）の
生活をサポートをしてほしい。 
─── アンケートはがき 

「
福
祉
の
心
が
通
い
あ
う
、
安
心
と
支
え
合
い
の
ま
ち
」
に
つ
い
て

「
福
祉
の
心
が
通
い
あ
う
、
安
心
と
支
え
合
い
の
ま
ち
」
に
つ
い
て 

「
福
祉
の
心
が
通
い
あ
う
、
安
心
と
支
え
合
い
の
ま
ち
」
に
つ
い
て 

生涯にわたり健康な生活を 
　　　営むことができるまち 

高齢者が住み慣れた地域で、 
　　尊厳を保ち、いきいきと 
　　　　生活できるまち 

障害者の意思が尊重され、 
　地域で自立して生活できるまち 

西神田児童・家庭
支援センター、一番町

児童館で実施している「一時
（いっとき)預かり保育」と男女
平等人権課で実施している区主催
事業における「いっとき保育」は
一本化した方が良い。 
　─── 区民説明会 

高齢者もボランティア活動が
できるが、どのように活動
したらよいかわからないので、
しくみづくりをしてほしい。 

─── 区民説明会 
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中学校の完全給食は、中高一貫校
の設置や中学校の統廃合とは別に、
できるだけ早く実現してほしい。 
　　　─── 区民説明会 

中高一貫については、早く地元
に説明してほしい。跡地の利用
方法なども含めて早く検討を
進めてほしい。 

─── 区民説明会 

大学や専門的な機関が集積している
千代田の特性を活かしていくことを
もっと強調すべきである。 

─── 区民説明会 

インターネットで蔵書検索が
できるようにしてほしい。 

─── 区民説明会 

区立体育館をリニューアルして、在勤者にも
有料で開放し、スポーツ・健康クラブの運営
で収益を上げられるようにしたらどうか。 

─── アンケートはがき 

「
心
豊
か
に
学
び
、
文
化
を
創
り
出
す
ま
ち
」
に
つ
い
て

「
心
豊
か
に
学
び
、
文
化
を
創
り
出
す
ま
ち
」
に
つ
い
て 

「
心
豊
か
に
学
び
、
文
化
を
創
り
出
す
ま
ち
」
に
つ
い
て 

区役所のホームページで文化財の紹介を
したり、文化財めぐりのガイドブックを
作成するなど、文化の紹介やPRを充実
してほしい。　　─── 区民説明会 

江戸文化を伝えつつ、 
　新たな文化を創り出すまち 

生涯にわたり自主的な学習・ 
　　スポーツ活動ができるまち 

総合的な学習の
時間で国際理解教育と

伝統文化の継承に力を入れて
ほしい。イベントや単発的なもので
はなく、計画性をもって進めていかな
ければならない。地元とのつながり
を強める契機にもなると思う。 
─── 区民説明会 

来年度から学校週
５日制になるが、校庭開放

など当番の保護者とその子どもしか
いない日がある。 

─── 区民説明会 

未来を担う人材が育つまち 
「選ばれる学校」

を目指すのは必然であると
思う。大事なことは「選ばれる学校」

になるための努力や特色づくりを、学校や
先生だけに任せるのではなく、保護者や地域、
学校が協力しながらつくり出していくこと
である。─── 長期総合計画懇談会 
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地域でさまざまな行事が行われて
いるが、男女平等の観点からすると、
夫も妻も両方参加できることが
望ましい。そのためのサポートを
してほしい。 

─── 区民説明会 

平和使節団に参加したが、
その成果を教育の場に活
かせるようにしてほしい。 

─── 区民説明会 

新・旧の住民のコミュニティ
形成のしくみを考えてほしい。 

─── 区民説明会 

「
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す
る
、
個
性
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」

「
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す
る
、
個
性
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」
に
つ
い
て

に
つ
い
て 

「
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す
る
、
個
性
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」
に
つ
い
て 

100万人の 
　コミュニティの 
　　輪が広がるまち 

男女が平等に個性や能力を 
　　発揮して活躍できるまち 

地球市民を育み、 
　世界平和に貢献するまち 

江戸開府400年
記念事業は、区民総意の

基に、国際的イベントにしたい。
区民の総意をくみ上げる現在の手法も
一理あるが、企業スポンサーを巻き込む
巨大プロジェクトで、有識者、経験者、
専属スタッフがいないと、この行事は
成就しない。 
　　　　─── 政策会議 

町会の世代交代
が進んでいない。区民

自身がそのことを考えていかないと、
100万人の在勤者を一緒に自治体の中
に包含していこうとする新たな方針の 
実現はむずかしい。　 
　　─── 長期総合計画懇談会 

区民と昼間区民
との交流は、都心区の

特徴としてもっと強調されて 
良い。　─── 区民説明会 

人口が増えるだけでなく、住民同士
の連携が必要であり、そうでないと
本当のまちづくりはできない。 
　　　　　　─── 区民説明会 

町会活動のPRをしているが、なかなか
参加してもらえない。コミュニティ
活動に関心の少なかった人々を呼び込む
取り組みを是非進めてほしい。 
　　　　　　　─── 区民説明会 

今の状態で地域
コミュニティの維持・継

承はむずかしい。昼間区民を取
り入れていくとなると、コミュニティ
の最小単位になる町会制度を再構築し
ていく必要がある。 
　─── 長期総合計画懇談会 
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もっと民間のノウハウ
の活用、賞品を出す、
コンペを募るなどの
工夫をしたらどうか。 
── アンケートはがき 

「
構
想
・
計
画
の
実
現
に
向
け
て
」
に
つ
い
て

「
構
想
・
計
画
の
実
現
に
向
け
て
」
に
つ
い
て 

「
構
想
・
計
画
の
実
現
に
向
け
て
」
に
つ
い
て 千代田区は人口４万人

足らずの小さい区であるが、
さまざまな人が働き、暮らしており、区民の

意見は、役所の机上で考えるより、ずっと効果的
で経済的で、それぞれの立場にたった意見である。
今後も区民との対話をし、千代田区民のチームワーク
が強化されることを望んでいる。 
　　　　─── アンケートはがき 

限られた財源の中で、
引続き良質な行政サービスの

提供や、社会資本の整備を実施するには、
従来とは異なった手法を取り入れていくことが
必要であり、従って、効率的な区政運営のためには、
民間の資本やノウハウを活用した社会資本の整備など、
民間活力の活用を引き出す視点が必要である。 
　　　　　　　　　　─── 政策会議 

今日は痛みを伴う
改革ということなので、

区民だけが痛みを感じるのでは
なくて、区のほうも痛みを感じるという
ことを、目に見える形で区民にわかって
もらうことが必要である。 
─── 長期総合計画懇談会 

「成果を適切に把握・
評価する」の方針が入ったこと、

また、これを「区民生活にどれだけ寄与
したかの成果でとらえる」という、従来の進捗度
とか事業評価にとどまらず、区民の視点での評価
を明言した点が非常によい。 

　　　─── 長期総合計画懇談会 

区のホームページは、
区民、区内の学校・病院・ 

公益法人等、他の組織、民間なども 
参加できるものへという意識改革を 
持って拡大してほしい。　 

── アンケートはがき 

具体性ある数字、
分析、達成目標数値等を

示して、より分かりやすい内容に
してほしい。文言のみの表現では、
イメージは湧くが、実現性とか成果が
上がるかが良く分からない。 
 ─── 政策会議 

区民の意見を取り
入れつつ、草の根的活動と

区内に集積する企業の昼間区民
パワー、さらに、行政のリーダーシップ
の三つが融合するような構想､プロセス
を期待する。 
　　　　　─── 政策会議 

計画や施策について
素案として固める前に、広く

区民の意見を求めてほしい。 
　　　　　───アンケート はがき 

全体を並行的に行なうのは無理がある
ので、期間を３～５年程度に区切って、
重点施策を項目に絞って実現していく
のが妥当と思う。　─── 政策会議 



●ＩＳＯ14001（International Organization for Standardization）

ＩＳＯ14000シリーズの1つ。環境に配慮して事業活動を行うためのしくみを規格化した国際的な

基準。事業活動から生じる環境への影響を継続的に改善していくため、環境マネジメントシステムに

関する要求事項をとりまとめた規格で、公正な第三者（審査登録機関）が審査し、基準に適合した

組織にＩＳＯ14001認証取得の登録証が発行される。

●ＩＴ（Information Technology）

情報通信技術の略。高度情報化社会の基盤となる情報と通信を統合した総合的な技術。

●「ｅ－千代田」

「ｅ－千代田」の「ｅ」は、electronic（電子の）の頭文字。さまざまな場面で情報化が進み、

そのことを通して区民生活の利便性が高まるとともに、行政が効率的・効果的に行われていく電子

自治体・千代田の姿を表現するキャッチ・フレーズ。「いい千代田」の発音がもたらすプラス・イメー

ジ効果も期待している。

●Ｅメールモニター

電子メールなどを活用した区政モニター制度。区政に対する評価や意見を体系的、継続的に聴く

ことにより、区政の自己診断の資料や参考とするもの。平成13年度から事業を開始した。

●悪性新生物、心疾患、脳血管疾患

・悪性新生物：悪性腫瘍と同義語で、がん腫（胃がん、肺がん等）と肉腫（骨肉腫、リンパ腫等）

を合わせて悪性新生物と呼んでいる。

・心疾患：生活習慣病としての心疾患には、狭心症や心筋梗塞等がある。

・脳血管疾患：脳卒中と同義語で、主に、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などがあげられる。

●インフラ （Infrastructure）

インフラストラクチャーの略。国家、社会の存続、発展の根幹をなす施設（道路・学校・発電所・

交通機関・通信施設など）を指す。

●江戸幕府

徳川家康が1603年（慶長8年）江戸に開いた幕府。1867年（慶応3年）徳川慶喜の大政奉還まで

15代265年間にわたり政治をつかさどった。開府以来、千代田区は政治・経済・文化の中心として

ア
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発展してきた。2003年（平成15年）に開府400年を迎える。

●ＮＧＯ（Non-governmental Organization）

非政府非営利組織。NPOとNGOは、非営利を強調するか非政府を強調するかの違いはあるが、

基本的には同じものを指し、アメリカなどではほぼ同義に用いられている。我が国では、国際協力

などの活動を行う団体の意味に限定して用いられることが多い。

●ＮＰＯ（NonｰProfit Organization）

民間非営利組織。営利を目的とする団体に対して、営利を目的としない民間団体の総称。近年は、

民間の非営利団体が増えてきており、その活動分野は、医療・福祉、環境、文化・芸術、スポーツ、

まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、災害などあらゆる分野に及んでいる。

●オンブズパーソン制度

住民の行政活動に対する苦情等を、公正かつ中立的な立場から簡易・迅速に処理し、住民の権利

利益の保護を図るとともに、行政制度及びその運営の適正な改善を図る機能を果たす。千代田区で

は、2001（平成13年）6月から、介護保険オンブズパーソンを設置している。

●外部監査制度

自治体の機関としておかれている監査委員とは別に、自治体外部の弁護士・公認会計士・税理士

などと外部監査契約を結び監査を行う制度。平成9年の地方自治法の改正により創設された。

●学校運営連絡会

平成12年1月の学校教育法施行規則等の改正で、設置が求められた学校評議員制度に基づく組織。

区立幼稚園、区立小中学校に設置され、運営委員は、保護者、地域の有識者等、教育に関する理解

及び識見を有する者の内から、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。千代田区では、従来から

設置していた地域懇談会やコミュニティスクール運営委員会などを再編し、学校が家庭・地域と

連携協力しながら、地域に根ざした特色ある教育を積極的に展開していくためのしくみとして、平

成13年度から導入した。

●学校選択制

複数の学校の中から進学先を選択する制度。従来の学区域を撤廃する場合、弾力的な運用をする

場合、一定の地域内の学校をグループ化してその中から選択する場合などの方式がある。

カ
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●帰宅困難者

地震発生直後に交通機関の運行が停止し、徒歩での帰宅が困難とされている者。東京都防災会議

が平成9年8月に公表した、「東京における直下地震の被害想定に関する調査報告書」によれば、冬の

平日午後6時に発災した場合、千代田区においては約84万人の活動（通勤、通学及び買い物等）人

口の中からおよそ60万人（都内第1位）の発生が想定されている。

●（仮称）帰宅困難者対策地域協力会

発災時における交通関係情報等の提供・交換、水や食料の確保、従業員等の保護、一時休息所

の確保などについて支援する民間組織。

●教科担任制

小学校において、教員が専門教科を複数の学級で指導する制度。教員の専門性を活かし、一人の教

員が全教科を指導する従来の方法より、わかりやすく工夫した指導ができることに加え、学級担任の

他に複数の教員が担任することにより、児童の個性を多面的に理解し、指導に活かすことができる。

●行政評価制度

22ページ参照

●クーリングオフ

消費者が無条件で契約を解除できる期間。訪問販売8日、電話勧誘販売8日、マルチ商法20日、現

物まがい商法14日、会員契約8日、宅地建物取引8日、その他契約の種類によって解除期間が異なる。

ただし、3,000円未満の現金取引、自動車、消耗品（使用した物）には適用されない。

●グローバル化（Globalization)

情報通信技術の飛躍的進歩に伴って、地理的にも時間的にも国家間の距離が縮まり、関係もより

密となったことにより、個人、企業、国家とも、国内という枠組みを越えた世界的規模での競争に

さらされること。

●景観形成地区

美観地区以外で、景観まちづくりを進めるうえで重点的に景観の保全及び誘導を図る地区をいう。

●景観形成マニュアル

個別更新事業にあたって、地域の魅力を支える環境の質がより良くなるよう、考えるべき、配慮

すべき事柄を明確にし、それを共通の言葉として景観まちづくりを行っていくためのキーワード集。
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●景観事前協議制度

新たな建設行為に際して、区民･企業や事業者と行政が基本計画段階から協議を始め、協議結果を

計画･設計に反映して、風格ある都心景観の創出を図るもの。千代田区景観形成マスタープランに

基づき平成10年10月より実施。

●健康千代田21

国の第3次国民健康づくり対策「健康日本21」（平成12年3月策定）の千代田区版。疾病の予防や、

健康を増進する一次予防に重点を置いた対策を推進することにより、区民が主体的に取り組む健康

づくりを支援する。

●交通バリアフリー法

高齢者、障害者などの公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進するため、

駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、市区町村が作成する基本構想に基づいて、

旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進すること

などを趣旨とした法律。平成12年11月施行。

●高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者の安全で安定した居住を確保するため、バリアフリー化、緊急時対応サービスが整い、

適切な家賃で入居できる住宅。民間の土地・住宅所有者等が供給する場合に、建設費補助や家賃

対策補助を行う。高齢者の居住の安定に関する法律により、平成13年8月施行。

●コーポラティブハウス

自ら居住するための住宅を取得しようとする者が、組合を結成し共同して、事業計画を定め、土地

の取得、建物の設計、工事の発注、その他の業務を行い、住宅を取得し管理していく方式の住宅。

地権者・入居者主体のまちづくりとして、区内ではコーポラティブハウス神田東松下町の事例があ

る。（ＮＰＯが計画支援、（財）千代田区街づくり推進公社と区が共同化を支援・助成）

●こども園

幼稚園と保育園双方の要素を取り入れた千代田区独自の新たな乳幼児育成施設。子どもと保護者

の双方の視点に立って、子どもを年齢や保護者の就労形態で区別することなく、0歳から就学前まで

の心身の発達に合わせた一貫した方針に基づき、一つの施設において継続的に育成を行うことを基

本理念とする。平成14年4月にいずみこども園が開設。
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●固有の課税権、事務処理権能

特別区では、本来、市税である住民税法人分、固定資産税、特別土地保有税（これらを調整三税

という。）を都が賦課徴収し、都と区の事務の分担や特別区間の税収の偏在を調整する、特例的な

都区財政調整制度が設けられている。また、市が行うものとされている消防、上・下水道などの

事務を都が行っている。

●コレクティブハウス

個人や家族がそれぞれ独立した住戸に居住して自立した生活を行うとともに、食堂、共用室等の

共有スペースをもち、そのスペースを居住者自身が共同で利用・管理していく共同生活型の住宅。

●最終処分場

東京港中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場のこと。新海面処分場は、既に、千葉県と

神奈川県との境にぎりぎりまでに接しており、東京港内に新たな最終処分場を確保することは極め

て困難な状況にある。

●最低居住水準

国の住宅建設五箇年計画において定められている、健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠

な水準。世帯構成に応じた居住室、住宅の性能・設備、住戸規模が定められている。（住戸専用面積

は、3人世帯39m2、4人世帯50m2など）

●三大専門店街

ＪＲ秋葉原駅周辺の電気街、神田小川町界隈のスポーツ用品店街、地下鉄神保町駅一帯の神田

古書店街をいう。

●市街地再開発事業

都市再開発法に基づいて、既成市街地の計画的な再開発の実現を図る事業。事業地区内の建築物

を除却し、新たに土地を高度利用した建築物の建築と道路等の整備を一体的に行う。

●資源循環型社会（資源循環型都市）

大量生産、大量消費、大量廃棄という生活方法を転換させ、資源循環を基調とした最適生産・

最適消費・最小廃棄型へ経済の構造変革を目指す社会（都市）のこと。

サ
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●自己完結型備蓄倉庫

避難所には、約3日間程度の生活が可能な物資（食料、毛布、医薬品等）や資器材（かまど、応急ト

イレ等）をあらかじめ確保しておく必要があるが、これらの物資などを全て備蓄している避難所併

設の倉庫のこと。現在、自己完結型備蓄倉庫は、神田さくら館、昌平童夢館の2か所。

●市町村合併

二つ以上の市町村を合体して一つの市町村にすること、または、ある市町村を他の市町村の区域

内に編入することで、その規模や行財政能力を大きくするために行われる。国では現在、地方分権

の推進、少子高齢化など多様化・高度化する広域的な行政課題への対応、国・地方の財政状況への

対応等を背景に、市町村合併特例法の期限（平成17年3月）までに十分な成果を上げるため、合

併を積極的に推進している。

●シックハウス症候群

新築や改修後の住宅において、居住者が示す、頭痛、目・鼻・のどへの刺激、めまい、動悸、

吐き気など、さまざまな体調不良の状態。住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の

使用等が原因とされている。

●児童・家庭支援センター

子どもと家庭の総合的な支援機関として、子どもと家庭に関するさまざまな相談に応じるととも

に、子育てに関する情報提供やいっとき保育などの在宅サービスの提供及び調整等を行う。平成12年、

西神田コスモス館内に設置。平成14年度から組織を強化し、児童館の統括機能等も果たす。

●住宅資金融資あっせん制度

区内にマイホームを新築・購入、増築・改修するときや、賃貸住宅を建設するときに、その資金

の融資を金融機関にあっせんし、利子の一部を区が補給する制度。昭和55年度に千代田区住宅資金

融資あっせん制度要綱により制度発足。

●住宅性能表示制度・住宅性能評価制度

平成11年6月に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により導入された制度で、

消費者が住宅の性能を契約前に比較できるよう、性能の表示基準を設定するとともに、客観的に

性能を評価する第三者機関を設置し、住宅の品質・性能の確保を図るもの。住宅の性能がどの程度

の水準にあるかが表示されることを性能表示といい、その前提として性能がどの程度の水準にある

かをチェックすることを性能評価という。
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●住宅付置制度

千代田区内の一定規模以上の敷地で建築する場合や、一定規模以上の建物をつくる際、その規模

に応じて住宅床を確保する制度。平成4年9月施行。

●住民基本台帳ネットワーク

平成11年8月の住民基本台帳法の改正に基づく、全国の区市町村と都道府県とを専用回線で結び、

全国どこの区市町村からでも住民票の写しが取れる（広域交付）など、住民負担の軽減を図るとと

もに、法律や条例で定める事務についての本人確認情報が利用できる地方公共団体共同のネットワーク

システム。

●情報格差

高度情報化の進展に伴い、ＩＴ（情報通信技術）を活用する能力や、情報通信機器の活用状況に

より、生活の質に大きな格差が生じる問題。デジタルデバイド（Digital-divide)。

●初期医療、高度医療

・初期医療：地域において、患者と最も近接した医師「かかりつけ医」（診療所）が患者を最初に

診察し対応すること。

・高度医療：高度でかつ専門的な検査や治療を実施すること。

●新耐震基準

関東大震災後に制定された旧耐震基準を、その後の大規模地震による被災状況及び技術革新を考慮し

て昭和56年に改正したもの。従来の建築物の各部分に生じる応力度が許容値以内になるようにする一次

設計に加え、新たに建築物全体として地震力に対する耐力をチェックする二次設計を導入している。

●スクールカウンセラー

臨床心理士など高度な専門知識・経験を有し、児童・生徒や保護者へのカウンセリングや、教員

に対する助言等を行う専門家。中央教育審議会答申（平成10年6月）において、「すべての子どもが

スクールカウンセラーに相談できる機会を設けていくことが望ましい」と提言された。

千代田区では、平成9年度から、教育研究所に所属する相談員によるスクールカウンセラー制度を導

入し、現在は、7名の相談員が、幼稚園、小学校、中学校、保育園を対象に活動している。

●生活習慣病

食生活、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、発症や進行に関与する疾患の総称。主な

ものとして、心臓病、脳卒中、糖尿病、がん等がある。
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●政策広聴

政策・施策等に関して区民等の意見・要望等を聴いていくこと。

●セキュリティー・ポリシー（Security Policy)

行政が保有するデータやコンピューターシステムなどの情報資産のセキュリティー対策について、

総合的・体系的かつ具体的にとりまとめたもの。

●全庁LAN

区役所本庁舎や各出先施設に設置されたパソコンなどをつないだネットワークシステム。

●総合行政ネットワーク（Local Goverment Wide Area Network）

全国の地方自治体を相互にネットワークで結ぶとともに、国のネットワークである霞が関ＷＡＮ

（Wide Area Network）とも接続し、迅速な文書交換や法令・統計等の情報の共有を図ることにより、

コミュニケーションの円滑化、情報の共有化などを目的とした行政専用のネットワークのこと。

国は、平成13年度までに都道府県・政令指定都市、平成15年度までにすべての市町村との構築を

推進することとしている。

●総合設計制度

建築を進める際にオ－プンスペ－スを公共的空間として十分に確保し、市街地環境の整備改善に

役立たせる制度。容積率や建物の高さの制限等が緩和される。

●総合的な学習の時間

小学校から高校まで、各学校が地域や学校の実態等に応じて、創意工夫して特色ある教育活動を

展開し、国際理解・情報・環境・福祉など横断的・総合的な学習などを実施するための時間。どの

ような内容・方法で実践するかは、各学校に委ねられている。平成14年度実施の学習指導要領に

盛り込まれた。

千代田区では、国の移行期間に合わせ、平成12年度から小中学校で導入し、国際理解教育や

コンピュータ教育、ボランティア活動など、児童・生徒の興味・関心に基づき、地域と連携・協力

しながら特色ある内容を展開している。

●ＳＯＨＯ

Small Office Home Officeの略称。パソコンやインターネットを利用し、自宅やマンションの一室で

ビジネスを展開する新たな居住・就業形態。
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●総合文書管理システム

文書や各種資料等の収受、作成から決定、保存及び廃棄までの一連の手続きを電子化し一元的に

管理するシステム。

●地域防災組織

災害から住民の生命と財産を守るため、住民により自主的に結成された町会等を母体とした防災

組織。地域の防災体制の要である。

●地球温暖化

地球は太陽の光で暖められる一方、地球から宇宙へは赤外線の形で熱を逃がしている。大気中に

ある二酸化炭素、フロン、メタンなどの、いわゆる温室効果ガスが増加すると、地表から反射され

る赤外線を熱に変え、地球の気温は上昇する。気温の上昇により、異常気象や海面水位の上昇など

地球規模でさまざまな問題が生じている。

●地区計画

都市計画法、建築基準法に基づいて、都市における良好な市街地環境の創造、保全を図るために、

地区を単位として、建築または開発行為を規制・誘導するための手法。地区計画では、地区施設の

規模・配置、建築物等に関する制限などを定めることができる。

●地区景観形成ガイドプラン

美観地区以外の地区で景観まちづくりの推進を図る必要があるものについて、当該地区の景観

まちづくりに係る方針及び基準を定めたもの。

●中小企業勤労者福利厚生事業

中小企業で働く勤労者・事業主の福利厚生の充実を図るための事業。（財）ちよだ中小企業センタ

ーにおいて、会員への祝金などの給付事業や旅行のあっせんなどさまざまな福利厚生事業を実施し

ている。平成13年9月現在、約980事業所、6,500人が加入している。

●中等教育学校

平成11年4月の学校教育法の改正により制度化された、中高一貫教育制度の形態の一つ。前期

課程（3年）と後期課程（3年）に区分されるが、一つの学校として、6年間一体的に中高一貫教育を行

い、学校長は一人。制度上の特例が多く特色ある教育課程が組める。中高一貫教育制度の形態には、

タ
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他に、併設型（高等学校入学者選抜は行わずに、同一の設置者による中学校と高等学校を接続す

るもの）、連携型（設置者の違う中学校と高等学校が教育課程の編成や教員・生徒の交流面で連携を

図るもの）、がある。

千代田区では、中等教育学校が中高一貫教育のメリットをもっとも活かせる方式であると考え、

区立としてその設立を目指す。知識の獲得のみでなく、社会性や考える力といった学力を身に付け

た、教養豊かな未来の人材を育成することを目標とし、進路指導に力を入れ、将来の進路に応じた

選択幅のある教育課程をもつ学校とする。

●千代田区型地区計画

地区における住宅用途の確保を図るため、住宅を含む建築物の容積率を指定容積率から割り増す

ことができる「用途別容積型地区計画」と道路幅員による容積率制限及び斜線制限を緩和できる

「街並み誘導型地区計画」を併用したもの。「用途別容積型地区計画」は、狭い道路に面した敷地に

おいては活用しにくい制度であったため、千代田区が国に対して、新たに道路斜線の緩和や道路

幅員による容積率逓減を緩和する制度づくりを要請してきた結果、平成7年2月都市計画法の改正に

より、千代田区の地域特性にあった「街並み誘導型地区計画」が創設された。

「千代田区型地区計画」は両制度を活用し住宅を設けやすくした制度で、平成9年3月神田和泉町

で都市計画決定が行われ全国で最初に適用された。

●千代田区景観形成マスタープラン

都心の生活に裏打ちされた『良識』をもとに景観まちづくりに係るそれぞれの立場の人々が共通

の言葉と対話をもとに協働して 、景観まちづくりを進めるための総合的な計画。平成10年1月策定。

●千代田区景観まちづくり条例

区民等及び事業者が、対話と協働のもとに、江戸及び東京の中心地として歴史的に継承されてき

た象徴的で多様な空間を生かし、世界に開かれた国際都心にふさわしい先端性をもった風格ある

都心景観を創出することを目的とした条例。

●定期借地制度

一定の契約期間が終了すれば、契約の更新がなく、貸し手である地主に土地が返る借地権設定が

されている契約制度。

●定期借家制度

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により平成12年3月1日から開始された借

家の契約制度で、契約期間の満了により契約が終了する制度（再契約は可能）。
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●電子入札システム

入札に係わる一連の手続きを電子化し、事業者がインターネットを利用して時間や場所にとらわ

れることなく、容易に入札に参加できるようにするシステム。

●電子認証基盤

ネットワーク上で送受信される文書等が、間違いなく当該本人又は当該組織によって作成された

ものであるかどうか、送信途中において改ざん等がなされていないかを電子的に確認する技術

（個人認証基盤、組織認証基盤）。

●都市型水害

東京23区においても、夏季に熱帯のスコールのような強雨の割合が増えている。短時間にまとまっ

た雨が降ると、大半の雨水が一時に下水道に集中するため、下水道の排水能力が追いつかず道路が

浸水し、都市特有の水害が発生しやすい。特に、地下・半地下構造の建物が多い本区においては、

雨水流入による水害を受けやすい。

●東京都福祉のまちづくり条例

高齢者や障害者を含む、東京で生活するすべての人が、自由に行動し、社会参加できる「やさしい

東京」を実現するため、不特定かつ多数の人が利用する建築物、道路、公園、公共交通施設等の

「一般都市施設」、新設又は改修する施設のうち届出が必要な「特定施設」、高齢者、障害者等が施設

を円滑に利用するために最低限必要な水準である「整備基準」について、具体的に規定している。

平成8年9月施行。千代田区では、東京都福祉のまちづくり条例の対象とならない共同住宅の整備基

準について、別途、区要綱で定めている。

●都区制度改革

東京23区の自治権確立をめざした改革。昭和22年の地方自治法の制定により、特別区が誕生し、

原則として「市」と同一の機能を有するものとされた。しかし、事務権能の多くは都に留保され、

その後、区長公選制も廃止されるなど、自治権が大幅に制限される状態が続いた。昭和49年の自治法

の改正により、区長公選制が復活し、事務権能も一部強化され、実質的には「市並み」の自治体に

なったものの、その性格は、なお「都の内部団体」とされた。その後、長年の特別区の自治権拡充

運動の成果として、平成10年の自治法改正により、特別区は、市町村同様、住民に第一義的に責任を

負う「基礎的な地方公共団体」として位置づけられ、平成12年4月に施行された。

しかし、現状の特別区は依然として、自治法上、特別地方公共団体とされ、本来「市」の権限で

ある、固定資産税などの課税権、上・下水道や消防事務の事務処理権限など、いくつもの制限が課

せられたままとなっている。このため、千代田区では、第3次基本構想において、「『千代田市』をめ

ざす」ことを宣言した。（次ページ参考）
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●ナレッジ・マネジメント（Knowledge - management）

個人が有する様々な知識や経験（いわば「暗黙知」）を、目に見えるかたちに（「形式知」）にして

利用することで、サービスや組織を向上させる知恵を作り上げていく手法。

●ノーマライゼーション（Normalization)

高齢者や障害者など社会的支援を必要とする人もそうでない人も、すべての人が平等に権利と義

務を担い、ともに暮らし、ともに生きることのできる社会こそがあたりまえ（普通）であるという

考え方。あるいは、そのような社会をめざすこと。

●バリアフリー（Barrier－free）

高齢者・障害者をはじめとするすべての人びとにとって生活や活動をする上で妨げとなる障壁

（バリア）を建物、道路、交通施設、住宅や人々の意識等から取り除くこと。

●ＰＦＩ（Private Finance Initiative）

公共施設等の設計、建設、維持・管理及び運営に民間の資金、ノウハウ等を導入し、民間主導に

ハ

ナ
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特別区と市の事務の相違点 

特別区と市の税財源の相違点 

区　分 

東京都 

特別区 

市 

市　町　村　事　務 共　管　事　務 

清　掃 上水道 下水道 消　防 交　通 高　校 病　院 

△ 処分 

△ 収集・運搬
・処理（一部
事務組合） 

大都市としての機能・事務として都が対応 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

× × × × × × 

区　分 

東京都 

特別区 

市 

市　町　村　税 交付金 

普　通　税 

市 町 村 民 税 

目　的　税 

○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ × 

× × × × × × × 

個人分 法人分 
固定資産税 事業所税 都市計画税 特別土地 

保有税 

国有提供施
設等所在市
町村交付金 

国有資産等
所在市町村
交付金 



より、効率的なサービス提供を行おうとする手法。

●ヒ－トアイランド現象

大気を冷やす働きをする林などが極端に少なく、コンクリ－トなどの人工物が地表を覆い、大量

の人工熱、放射熱により、平均気温が周辺より高くなる現象。等温線が島のようになるため、

ヒ－トアイランドと呼ばれる。

●避難所運営協議会

避難所生活を円滑に進めるために避難所ごとに設けられる運営組織。平時においては、防災訓練・

防災教室なども行い地域の防災体制の強化を図る。

●美観地区

既に形成されている美観の維持を目的として昭和8年に指定された地区。東京では唯一千代田区内に

指定されている。

●美観地区ガイドプラン

景観形成マニュアルの上乗せ基準として、特に景観に配慮すべき美観地区において、千代田区と

区民等及び事業者が景観形成の担い手であるという自覚のもとに協働し、良好な街並み形成を進め

て行くための計画。

●法定外目的税

地方公共団体においては、各種の行政サービスの提供に関連する受益者又は原因者に対する課税

について、法定税目以外の税源に着目して課税することが適当であると考えられる場合には、法定

税目のほか別に税目を起こして、特定の財政需要を支弁する税である目的税を課することができる。

これを法定外目的税という。平成12年4月に施行された地方分権推進一括法により、地方税法にお

いて創設された。

特別区で検討されている法定外目的税としては、杉並区のレジ袋税、豊島区の放置自転車等対策税、

ワンルームマンション税等がある。

●ポテンシャル（Potential）

潜在的な能力、可能性を指す。
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●メールマガジン

電子メールを媒体とした雑誌。電子メールのメッセージ覧にニュースや特集記事などを掲載し、

登録した会員あてに定期的に同時に送信する。

●メセナ活動

国家や企業による、文化・芸術活動等への援助活動。

●ユニバーサルデザイン（Universal Design）

年齢、性別、身体、言語など、人びとが持つ様々な特性や違いを超えて、はじめから、できるだ

けすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した環境、建物、製品等のデザインをしていこう

という考え方。

●ライフステージ（Life Stage）

人間の一生を段階的に区分したもので、一般的には、幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期

に分けている。

●歴史的建造物

概ね建築後50年以上経過している、広く区民に親しまれた景観まちづくり上、重要な建造物。

●レジオネラ症

レジオネラ属菌が原因で起こる感染症。乳幼児や高齢者、病人など、抵抗力の低下している人が

発病しやすく、急激に重症になって死亡する場合もある。ビルの冷却塔、循環式浴槽などの管理が

不適切な場合、水中でこの菌が繁殖し、その飛沫を吸い込むことで感染する。

ラ

ヤ

マ
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